
議
員　

安
保
法
案
が
通
れ
ば
、
新
日
米
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
自
治
体
や
民
間
企
業
に
協

力
を
要
請
。
立
場
の
違
い
を
越
え
、
自
治

体
が
戦
争
反
対
を
貫
け
ば
、
安
倍
政
権
の

暴
走
は
止
め
ら
れ
る
。
村
長
の
考
え
は
。

村
長　

自
治
体
影
響
は
注
視
し
た
い
。
平

和
の
尊
さ
を
守
る
の
は
私
た
ち
の
使
命
。

議
員　

内
閣
法
制
局
や
最
高
裁
の
元
長

官
、
憲
法
学
者
が
集
団
的
自
衛
権
は
「
違

憲
」と
言
い
、国
会
を
包
囲
す
る
12
万
人
や

全
国
１
０
０
０
カ
所
を
超
え
る
反
対
の
声

が
大
き
な
う
ね
り
に
。
法
案
を
理
解
す
る

ほ
ど
反
対
が
増
え
る
。違
憲
で
は
な
い
か
。

村
長　

政
府
と
し
て
き
ち
ん
と
説
明
す
る

責
任
が
あ
る
。

議
員　

国
は
「
日
本
企
業
が
４
万
社
以
上

進
出
、
輸
出
先
は
２
位
、
輸
入
元
は
１
位
、

重
要
な
市
場
」「
脅
威
で
は
な
い
」
と
中
国

を
語
る
。東
南
ア
ジ
ア
は
、Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が

南
沙
諸
島
も
話
し
合
い
で
解
決
す
る
と
協

議
中
。北
朝
鮮
は
、ア
メ
リ
カ
に
ミ
サ
イ
ル

を
撃
て
ば
消
滅
を
意
味
し
、
や
る
は
ず
が

な
い
が
国
際
常
識
。
国
民
の
声
に
応
え
廃

案
に
す
べ
き
と
村
長
は
思
わ
な
い
か
。

村
長　

答
弁
は
差
し
控
え
る
。
国
会
で
議

論
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

日
本
共
産
党　

川
﨑　

篤
子　

議
員

問　

理
解
す
る
ほ
ど
反
対
が
増
え
る
法
案
は

違
憲
で
は

答　

政
府
と
し
て
き
ち
ん
と
説
明
す
る
責
任

が
あ
る

議
員　

高
速
下
り
を
利
用
す
る
時
は
使
い

勝
手
が
悪
い
。
災
害
時
を
含
め
て
、
大
型

車
が
利
用
で
き
る
よ
う
質
問
し
て
い
る

が
、
関
係
機
関
と
の
協
議
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
。

建
設
農
政
部
長　

下
り
の
ア
ク
セ
ス
道
路

は
、
幅
員
が
狭
く
迂
回
す
る
な
ど
利
便
性

は
高
く
な
く
、
大
型
車
の
利
用
は
で
き
な

い
状
況
。
課
題
解
消
に
は
、
那
珂
市
と
の

連
携
協
力
が
必
要
だ
が
、
協
議
が
進
展
し

て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
現
在
は
、
実
現

可
能
性
が
高
い
災
害
時
に
お
け
る
緊
急
開

口
部
の
設
置
に
向
け
、
関
係
機
関
と
の
協

議
を
進
め
て
い
る
。
今
年
３
月
・
４
月
に

は
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
東
日
本
水
戸
管
理
事
務

所
と
現
地
調
査
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
課
題

の
検
討
や
具
体
的
な
設
置
に
つ
い
て
協
議

を
行
っ
た
。
今
後
も
災
害
時
の
緊
急
開
口

部
設
置
の
実
現
に
向
け
、
広
域
避
難
計
画

の
位
置
付
け
や
運
用
方
法
な
ど
を
検
討

し
、
国
や
県
へ
要
望
し
、
関
係
機
関
と
の

協
議
調
整
を
進
め
た
い
。

議
員　

非
常
災
害
時
で
な
く
、
日
常
的
に

利
用
で
き
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
大
型

車
も
利
用
で
き
る
よ
う
国
、
県
を
含
め
那

珂
市
に
対
し
て
も
、強
く
要
望
す
る
こ
と
。

新
政
会　

舛
井　

文
夫　

議
員

問　

東
海
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
に
お
け
る
高
速
下

り
の
課
題
解
消

答　

那
珂
市
と
の
協
議
は
進
展
し
て
い
な
い 一

般
質
問

東海スマートＩＣ下りの入口と出口

廃案にすべきと集う
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